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道路運送車両法施行規則の一部改正について

道路運送車両法（昭和26年法律第185号）により、公道を走行する自動車は検査・登録

を受け、自動車登録番号標・検査標章を表示し、自動車検査証を備え付けなければ運行の

用に供してはならないこととされている。一方、これらの運行要件の全部又は一部を満た

していない自動車であっても、回送運行許可制度、臨時運行許可制度の活用により、公道

の走行が一部認められているところ、令和４年３月31日、道路運送車両法施行規則（昭和

26年運輸省令第74号。以下規則という。）について改正が行われたため、職員への周知を

徹底されたい。

記

１ 改正の概要

(1) 回送運行許可制度関係

回送運行許可番号標については、規則第26条の５において準用する規則第24条にお

いて準用する規則第８条の２第１項の規定により、自動車の前面及び後面に表示する

必要があるところ、運輸監理部長又は運輸支局長が必要な代替措置を講じていると認

めるときは、後面表示の省略を可能とするもの。

(2) 臨時運行許可制度関係

臨時運行許可番号標については、規則第24条において準用する規則第８条の２第１

項の規定により、自動車の前面及び後面に表示する必要があるところ、運輸監理部長

若しくは運輸支局長又は市町村長が、前面表示により自動車の安全に影響を及ぼすお

それがあると認める場合であって必要な代替措置を講じていると認めるときは、前面

表示の省略を可能とするもの。前面の表示省略を認める際の条件や手続の詳細につい

ては、別途定められる予定のため、追って連絡する。

２ 添付資料

(1) 別添１（道路運送法車両施行規則の一部を改正する省令（官報の写し））

(2) 別添２（「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について）

(3) 別添３（回送運行許可番号標の後面表示省略手続について）
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